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第７回データ利活用制度・システム検討会 

 

（開催要領） 

１．開 催 日 時：令和７年３月 12 日（水）16:00～18:00 

２．場 所：デジタル庁中会議室 

３．出 席： 

阿部   淳 株式会社日立製作所代表執行役執行役副社長 

安中   良輔 日本製薬工業協会産業政策委員会健康医療データ政策 GL 

依田   高典 京都大学大学院経済学研究科教授 

稲谷   龍彦  京都大学大学院法学研究科教授 

岩村   有広 一般社団法人日本経済団体連合会常務理事 

岡田   淳 森・濱田松本法律事務所外国法共同事業パートナー弁護士 

落合   孝文 渥美坂井法律事務所・外国法共同事業プロトタイプ政策研究所

所長・シニアパートナー弁護士 

宍戸   常寿 東京大学大学院法学政治学研究科教授 

巽    智彦 東京大学大学院法学政治学研究科准教授 

丹野   美絵子 公益社団法人全国消費生活相談員協会消費者情報研究所消費生

活専門相談員 

森田   朗 一般社団法人次世代基盤政策研究所所長・代表理事 

 

＜ゲストスピーカー＞ 

奥家  敏和 経済産業省大臣官房審議官（商務情報政策局担当） 

蓮井    智哉 デジタル庁戦略・組織グループ審議官 

藤原   輝嘉 一般社団法人自動車・蓄電池トレーサビリティ推進センター代

表理事 

 

＜事務局＞ 

小川  康則 デジタル行財政改革会議事務局長代理 

村上  敬亮 デジタル行財政改革会議事務局長補佐／デジタル庁統括官 

山澄   克 デジタル行財政改革会議事務局審議官 

木尾  修文 デジタル行財政改革会議事務局参事官 

坪井  宏徳 デジタル行財政改革会議事務局参事官 

中野  芳崇 デジタル行財政改革会議事務局企画官 

楠目  聖 デジタル行財政改革会議事務局企画官 
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＜オブザーバー＞ 

瀬戸口 丈博 公正取引委員会事務総局経済取引局調整課長補佐 

吉屋  拓之 個人情報保護委員会事務局参事官 

松澤  瞭 デジタル庁政策・法務ユニット法務スペシャリスト 

黒籔  誠 デジタル庁統括官付参事官 

八代  将成 総務省情報流通行政局地域通信振興課デジタル経済推進室長 

守谷  学 経済産業省商務情報政策局情報経済課長 

 

（議事次第） 

１．開会 

２．議事 

（１）産業分野におけるデータ利活用について 

（２）討議 

３．閉会 

 

（資料） 

資料１  産業分野におけるデータ利活用について（事務局提出資料） 

資料２  デジタル庁提出資料 

資料３  経済産業省提出資料 

資料４  岩村構成員提出資料 

資料５  一般社団法人自動車・蓄電池トレーサビリティ推進センター藤原輝嘉代表理

事提出資料 

資料６  阿部構成員提出資料 

資料７  参加者名簿 

 

（概要） 

○森田座長 それでは、時間になりましたので、ただいまより第７回「データ利活用制度・

システム検討会」を開催いたします。 

 お忙しいところ、お集まりいただきましてありがとうございます。 

 それでは、まず事務局から本日の進行について御説明をお願いいたします。 

○山澄審議官 事務局でございます。 

 本日は産業分野のデータ利活用をテーマにゲスト及び構成員の方々に討議をしていただ

きます。 

 資料はタブレットに格納してございますが、不具合等ございましたらお申しつけくださ

い。 

 本日、安中構成員、依田構成員、稲谷構成員、岡田構成員、落合構成員、巽構成員には
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オンラインで御参加いただいております。巽構成員は御予定のために17時15分頃、退室す

る御予定と伺っております。 

 生貝構成員、上野山構成員、越塚構成員は御欠席でございます。 

 事務局から以上です。 

○森田座長 ありがとうございました。 

 それでは、早速ではございますけれども、産業分野でのデータ利活用についての議事に

入りたいと思います。 

 まずは事務局資料につきまして御説明をお願いいたします。 

○木尾参事官 事務局、木尾でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

 お手元の資料１で御説明をさせていただきます。 

 産業データの利活用について。産業データは若干不明確でありますけれども、多数の事

業者、サプライチェーンに係るデータを念頭に置いているということでございます。 

 それでは、２ページ目でございますけれども、データ一般について利活用の推進に向け

た取組を考えているということで、今までの議論を踏まえるとこういう形で整理すること

も一案ではないかということで考えてございまして、もしよろしければこちらについて御

意見いただければと思っております。 

 ３つでございますけれども、標準化等々、その「形」や「道」を整備するということが

１点目。 

 ２点目は、標準化しただけではデータは流れませんので「勾配」をつけるインセンティ

ブ、ディスインセンティブはあるかもしれませんけれども、勾配をつける。 

 その上で、安心してデータを利活用するための「場」をつくるということを３点考えて

ございます。 

 こういう３つの軸について司令塔機能を強化するあるいは人材育成するということが可

能だと思っております。 

 こちらのモデル自体はトラストなりマルチレイヤー構造などもあるかと思っております。 

 その上で、３ページ目でございます。 

 御参考として、説明は割愛しますけれども、５ページ目にEUの法律の状況なんかも御紹

介してございますので御参照いただければと思います。 

 ３ページ目でございますけれども、まず産業分野におけるデータ利活用の状況というと

ころでございます。 

 阿部構成員が以前に御意見ございましたけれども、海外環境規制等に対応するために、

様々な努力がこれまで行われてきてございますし、本日、経産省、ABtC様からも説明いた

だくことになってございますが、こうした取組が進められる中で、何が進捗しており、何

が課題として残っているのかということについての問いかけでございます。 

 ２つ目でございますけれども、データ仲介サービスというところでございます。こちら

についても必ずしも産業分野だけには限らないところではございますけれども、個人情報
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あるいは非個人情報を含めて多数者間のデータ連携を推進するためのデータ仲介サービス、

様々なものがございますが、こういうことについてガバナンスの状況をどう評価するのか、

あるいはその上で目的外利用の禁止であるとか非差別的取扱いなどの規律を各分野に共通

する規律として位置づけることがあるのかというところの投げかけでございます。 

 ※で書いてございますけれども、実は既に日本法の中でも一定程度法律における制度と

して次世代医療基盤法であれ、電気事業法であれ、一定の規律はある程度義務づけられて

いる世界も分野によってはあるということについても御承知おきいただければと思ってお

ります。これらについては個人データが中心でございますので非個人データについて射程

に入るのかどうかということについては改めて議論が必要なところであると思ってござい

ます。 

 その上で４ページ目でございます。 

 データ共有・流通における公正性、国際的対応ということでございますけれども、いわ

ゆるEUのデータ法においてはコネクティッド製品、一定のデジタル機器でございますが、

そういうものが生成するデータについて消費者主権あるいはデータポータビリティーとい

うことで、その生成するデータについてはデータポータビリティー権が認められていると

いうことであります。こういうものについて企業の知財とかが低下している場合なんかも

大いにあり得るところでございますが、日本においてEU法に規定されるようなこういう情

報についてどのように考えるかということについても投げかけをしてございます。 

 １個飛ばしますけれども、若干毛色は違ってございますけれども、ガバメントアクセス

という外国政府によるアクセス義務づけというところについてもどのように考えるかとい

うところについてはEUのように要請なんかもあり得るのかどうかということだと思ってご

ざいます。 

 最後、その他というところでございますけれども、オープンデータ・デジタル公共財等々

でございますが、デジタル公共インフラ、マイナンバー等々については一定の整備が進み

つつあると理解をしておりますけれども、オープンデータを含めてデジタル公共財につい

て現状の課題、国が担うべき役割は何なのかということについても投げかけをさせていた

だいてございます。 

 あとAIとの関係でございますが、AIのセーフティー、セキュリティーを確保するAIガバ

ナンスの観点からは、データ整備の段階においてもデータガバナンスが必要ではないかと

いうことで投げかけをさせていただいてございます。 

 最後、トラストの話でございますけれども、データの信頼性、やはり真正性を高める観

点からどのような分野でどのようなニーズがあるのか。我が国では実ニーズとしてどのよ

うなことを求めるのかということを投げかけしてございます。 

 事務局から以上でございます。 

○森田座長 ありがとうございました。 

 それでは、続きまして、デジタル庁の蓮井戦略・組織グループ審議官から発表をお願い
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いたします。 

○蓮井審議官 デジタル庁から産業データ連携についての取組について御説明したいと思

います。 

 ２ページ目でございますけれども、最初に書いてございますようにデータはデジタル社

会の重要な「生産要素」であるということでございまして、そのデータの連携・利活用は

サプライチェーンの効率や付加価値を向上させて競争力の源泉にも直結すると認識してご

ざいます。海外では御承知のとおり、EUにおける「データ・スペース」の取組が進んでご

ざいますけれども、日本におきましても産業データ連携のユースケースが環境規制対応、

そういったところを契機に出始めていると認識してございます。 

 産業データ連携は、規制対応や品質保証、さらにはサプライチェーンの強靱化や効率化

などの特定の目的のために必要となる特定のデータを、目的を共有する特定の相手との間

で目的実現のために必要かつ適切な特定の仕方で連携や共有する営みであり、一種のコミ

ュニティー活動と理解してございます。これを促進するためには、データ連携をより高効

率、低コストで円滑に行えるようにすることで、サプライチェーン全体の付加価値向上に

つなげるようにすることが重要と考えているところでございます。 

 ３ページ目でございます。 

 具体例としまして、安全性が高く求められる建設鋼材を一つのターゲットとしまして、

鉄鋼業界のみならずユーザーの建設業界も参加する形で設計に関する情報をデータ連携す

ることによって、検収や検査期間の圧縮、進捗の状況の可視化、さらには支払いの早期化

や余剰材の再活用を目指しているところでございます。 

検討の中で業界横断的なコミュニケーションがこれまでなかったという御指摘ですと

か、それ以外の様々な課題も出てきたところでございます。 

 次のページにそれ以外のユースケースも踏まえながら見えてきた現時点での阻害要因と

対応策をまとめてございます。 

 データ連携にかかるお金や時間を見通せないこと、トラストの在り方、企業の経営層へ

のデータ連携のメリットの訴求等が現時点ではまず顕在化しているところでございます。

これの対応策を御説明したいと思います。 

 ５ページ目でございますが、産業のデータ連携で求められる機能や構成要素のモジュー

ル化と書いてございます。これについてでございます。 

 産業データ連携のために必要なデータ連携基盤ですとかトラストなどの機能は、コミュ

ニティーの性質に応じて変化は多様であるということから、必要な機能の構成要素を一か

ら構築すると往々にして過度のカスタマイズが入り、特定のコミュニティーでしか使えな

くなりがちではないかと考えてございます。 

 こうした事態に陥らないように６ページ目でございますけれども、データ連携の各構成

要素を機能モデルに分けて連携しやすい仕組み、これをモジュール化と称してございます

が、そうした仕組みとしまして、これをそれぞれデータ連携をするコミュニティーの性質



6 

 

に応じて組替え可能とすることを目指しているところでございます。これにより「一品モ

ノ」、すなわち個別のスクラッチ開発から脱却をし、個別のモジュール化、ソフトウエア

部品もございますけれども、これを有効活用することで協調領域や競争領域も設定しやす

く、さらにアーキテクチャーへと組み上がりやすくなるといった効果を期待しているとこ

ろでございます。 

 その実現に向けまして、IPAや経産省や関係省庁とも連携をしてアーキテクチャー設計

の支援や公的に提供すべきモジュールの開発・提供、さらにオープンソースコミュニティ

ーでの公開や運用、カタログ化まで取り組んでまいりたいと考えてございます。あわせて、

モジュール等の実装に際して参照すべき考え方を制度・技術・運用の各面から提示したい

と考えてございます。 

 次、７ページ目でございますけれども、産業データの連携に必要なトラスト機能につい

てでございます。こちらも経済産業省のトラストの研究会の報告書において示されたトラ

ストが必要となる要素の３つの分類、これを想定しまして、それで分類された「事業者の

真正性に関するリスク」につきましては、例えばＧビズIDの認証機能の活用を一候補とし

て検討してございますし、また、「データそのものに関するリスク」については、従来の

情報システムのセキュリティーに加えまして、データそのものを防護する措置につきまし

て予算化を既にいただいて、稲谷先生に座長になっていただいているデータセキュリティ

ワーキンググループなどを通じて検討することなどを検討してまいります。 

 こうしたリスク対応を踏まえましてトラスト基盤の整備については記載のステップ、必

要なトラスト機能を明確化してフレームワークをつくり、その下で各機能を提供するトラ

ストサービスを列挙して分析・評価をし、コミュニティーの性質に応じた最適なトラスト

サービスの組合せの考え方を示すといったステップで進めてまいりたいと考えてございま

す。 

 なお、８ページ目、９ページ目は先ほど申し上げたトラストで出てくるＧビズIDの対応

でございますとか一定のセキュリティーについての考え方についての資料でございます。

これは説明は省略いたします。 

 最後、10ページ目でございますけれども、あとは経営者の行動変容でございまして、企

業経営層に対するデータ連携のメリットの訴求についてでございます。 

 冒頭申し上げたとおり、データは重要な生産要素、すなわち、データ自身が経営資源で

ございます。産業データの連携の利活用を促進するためには、経営資源の活用に責任を持

つ経営者がデータ利活用のマインドセットを持つということが重要だと思います。このた

め、企業が保有データを最大限に活用し、持続的な企業価値創出につなげるためのデータ

ガバナンスの在り方などをまとめた経営者向けのガイドラインを現在策定中でございます。

これにつきましては、経済産業省が実施しているDX銘柄やDX認定とも連携しておりまして、

資本市場における評価等を通じてデータ利活用の好循環創出を期待しているところでござ

います。こうした取組に加えまして中小企業も含めたデータ連携の促進の在り方も検討し
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てまいりたいと考えております。 

 説明、以上でございます。 

○森田座長 ありがとうございました。 

 それでは、続きまして、経済産業省、奥家大臣官房審議官からプレゼンをお願いいたし

ます。 

○奥家審議官 経済産業省です。 

 まず１ページ目は、データ活用をめぐる世界の動きに関する私たちの理解です。 

 アメリカはハイパースケーラーたちがもうデータストレージからルールから基盤、シス

テムから全て提供した形で集中管理型。ここで全部面倒を見ますよという形で事実上のデ

ータの利活用を進めるようなプラットフォームサービスが展開されてきています。 

 一方で、このデータの管理権とかコントロール権を持っている人たちの立場はどうなる

のか。その所有をしている人とかの主張とか権利はどうなるのか。そういった観点から、

ヨーロッパのほうでは自律分散型ということでデータを生み出した人とかデータの管理権

を持つ人がその使い方を決められるような形に分散型のシステムを組むべきだということ

で、その考え方を整理したコンセプトをベースに取組が進んでいます。これがGAIA-Xとい

うような名前で提示されていて、これを具体化したものがCatena-Xとかそういった取組で

す。 

 日本の取組というのは基本的には自律分散型、データの扱い方についてはまさにヨーロ

ッパと同じなのですけれども、具体に落とし込んでいかないと結局進まないということで

ユースケース型のアプローチを取っていこうというのが基本的な構造になっています。 

 ３ページに行っていただきたいのですけれども、この活動を私たち経済産業省はウラノ

ス・エコシステムという名前をつけて、そのイニシアティブを推進しています。今、こち

らで示しているこのコンセプトは、先日、レファレンスモデルということで、こういう考

え方で組まれているものですよということで発表したもののエッセンスです。まさに今、

申し上げました自律分散型のデータ連携システムである。したがって、自律分散型なので

自分のところのシステムをそれぞれの人たちが結びつけるというケースもあります。 

 一方で、中小企業とかそういった人たちがストレージとかまで全部含めてやるのは難し

いので、データの管理権を持った状態のまま共有して使えるシステムを提供するというの

もまたあり得る。ポイントは、ハイパースケーラーのように集中管理しているのではなく

て、皆が権利を等しく規律を共有した形で取り組むという、こういうコンセプトです。 

 こうして構成されたデータ連携システムがスペースとして立ち上がり、そしてまた別の

スペースが立ち上がってきたときに、スペース間で連動できるようにするためには、シス

テムを構築するそれぞれのファンクションについてちゃんと整理してレイヤー分けされて

いてつなぐことが容易にできるようにすることが必要で、そういったアーキテクチャーを

取ってくださいということもまた明確に示して、これによって、ある意味、横に広がって

いく、連携が進んでいくようなことを促していきたいと考えています。 
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 ５ページを御覧ください。 

 データの利活用を進めたい、もしくはデータの提供について海外から圧力を受けている

というのは実は産業分野とかドメインごとにいろいろあります。データをめぐる動きとい

うのはここに来て非常に激しくなっている。したがいまして、経済産業省のほうでは、い

わゆる各産業を所管する立場から悲鳴のような声、悩みというのが産業ごとに実は耳に入

ってきている。これに対応していこうではないかということで私どもがおります商務情報

政策局、こちらがまさにデータとかシステム構築とか、そういったものを担当しているわ

けですけれども、自動車であるとか化学であるとかそういった各原課と連携した形で産業

界ごとに取組を進めていくときにウラノス・エコシステムの考え方に沿った形で支援をし

ていこうということで、これをIPA、情報処理推進機構にデジタルアーキテクチャ・デザイ

ンセンター、DADCという体制を立ち上げています。ここにアーキテクトたちを雇っていて、

システム構築や仕組みのつくり方についてサポートをするという構成を取って具体的にユ

ースケースに落とし込んでいくという体制を整えました。 

 具体的な取組、６ページ、こちらは後ほど藤原様のほうからお話がありますが、一番最

初に具体的な形に落とし込まれているのが車載用電池で、生産活動などで発生する炭素の

管理の仕方について、データを連携させる仕組みを整えました。こちらのほうはCatena-X

という海外の仕組みとのつなぎ込みも技術的には可能であることまでは確認できています。 

 ７ページ、この取組はさらに部品であるとか自動車のサプライチェーンに広げていくと

いうことも視野に入れた取組にしていこうということです。 

 ８ページ、このような取組をさらにほかの分野にということで、化学物質の管理のエリ

ア。特にREACHのような規制があるところで、もともとサプライチェーンのいわゆる情報を

川上から川下に共有した形で管理しないといけない仕組みを求められている世界、これを

ある意味データ連携システムの形に落とし込んでいくということをやっていこうというこ

とです。 

 また、９ページを御覧いただきたいと思うのですけれども、デジタルライフラインの取

組が並行して進められておりますが、例えばドローン。このドローンについて、天竜川の

上を航路として設定しようとしていますけれども、この仕組みは実はイメージは鉄道に近

いと思ってください。鉄道の線路に鉄道の運行会社が複数乗っかっていく。そこを使って

いくためには当然のことながら鉄道の運行会社間で適切にデータ連携しないと衝突を起こ

したり問題を起こす。したがって、ここはデータを連携させてみんなで利活用する空間を

つくらないとこういったものは機能しない。 

 また、自動運転について、各社が持っている車両情報を連携させて使えるようにするだ

けではなくて、道路側の情報もまた集めた形でより安全な自動運転を実現できるような仕

組みを組めないかというようなことも並行して今、取組を進めています。 

 10ページ、その中で去年の補正予算の取組の中で一番大きい取組がこのAIとロボティッ

クスを融合させる取組。実はヒューマノイドタイプのロボットについてはどういうデータ
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であれば人間のような判断ができるのか、次の動きを決められるのかというのは世界的に

まだ分かりません。まさにデータのフォーマットのようなところからアメリカも中国も研

究を始めたところ。このタイミングでロボットについて強みを持つ日本の産業がデータの

作り方のところから取り組んでいくことでここの優位性を実現できないかということで、

まさに先端分野のデータの作り方、そのデータセットの組み方、これをAIのエンジンにま

でそのままつなげていくという野心的な取組、これもまたデータを使う世界ということで

こういう取組をしています。 

 先ほど蓮井審議官のほうからお話しいただきましたけれども、次のスライドです。こう

いったウラノスの取組を広げていく。それぞれこれらの取組については参加する人たちが

求める規律が異なってくるところがございますので、したがいまして、その規律というも

のを確保するためにどのようにトラストを確保するのかということを整理していきましょ

うということを議論しています。 

 12ページを御覧いただきたいのですけれども、そのような中で先行して取り組んでいた

だいているABtC、車載電池、実はカウンターパートがヨーロッパにいるということもあり

まして、一方で、日本とヨーロッパでは炭素の情報の管理の仕方とか企業とか個人情報に

対するルールの適用関係が異なってきますので、どこにギャップがあってどう調整すれば

日本とEUの間でデータを共有することができるのかというギャップ分析をかけないと実は

データ連携はできません。このギャップ分析をかけるためのフレームについて、データマ

ネジメント・フレームワークというものを経済産業省のほうでつくっていまして、これが

世界的にもギャップ分析に使えるねということでOECDなんかで紹介してきています。この

ギャップ分析を実際に試して車載用電池のところへやった上でPoCに入ったということで

す。 

 こういうような取組をしながら13ページ、まさにトラストというものがどういうデータ

を共有するのかというのが決まった後に、誰と誰の間でどういう場においてデータを共有

するのか、どういう規律、どういうことが信用できればデータが共有できるのかという、

こうした取組を進めるための手順のようなものをこの研究会ではまとめています。近いう

ちに最終的な報告書という形で発表することになります。これを使っていただくことで皆

さんもまた自分たちでデータ連携のコミュニティーをつくっていこうかという取組に繋げ

ていっていただきたいと思っています。 

 最後になります。こういった中でデジタルの情報を仲介するシステム、これについては

ヨーロッパのほうではデータガバナンス法が入ってきています。こういうサービスをする

人はみんな届け出しなさいという形になっていて、どちらかというと監視するようなイメ

ージに近いのですけれども、日本の場合はむしろこういう取組をして意義のあるものは認

定してプロモーションしましょうという形で公益DPFというシステムを始めています。こ

れはIPAの先ほどお話をさせていただきましたDADCなんかが中心になりながらアーキテク

チャーを検討してガイドラインを示す。そのガイドラインに準拠していると認められるも
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のについては公益デジタルプラットフォームですねということで認定をする。今日発表い

ただきます、まさに電池のところが第１号ということでこちらの認定をしているというこ

とです。 

 経済産業省から以上です。 

○森田座長 ありがとうございました。 

 それでは、続きまして、岩村構成員からお願いします。 

○岩村構成員 経団連の岩村でございます。 

 昨年12月の第１回検討会で私から産業データスペースの構築に向けた経団連の基本的考

え方について御説明を申し上げたところでございます。 

 本日はその後の検討状況も踏まえまして、言わば差分ということで、今後、特に重点的

に取り組むべき施策について、ポイントを絞ってお話をしたいと思います。 

 お手元の資料４を御覧ください。 

 まず、全体像と戦略・工程表の提示です。 

 現在、各省庁・民間団体など多くの関係機関でデータの連携・利活用に向けた取組が進

められております。しかしながら、これらは個別ばらばらに進められており、横の連携は

必ずしも十分ではありません。また、国際的な連携に対する方針や共通認識もまだ明確化

されていない状況にあるように思います。 

 そこで、デジタル庁が司令塔となって、このデジタル行財政改革会議や関係省庁と協力

して、各所で行われているデータ連携・利活用の取組を整理する必要があります。その上

で、産業データスペースの全体像を明確に提示するということが必要ではないかと思いま

す。こうした全体像を踏まえまして、まず政府統一の戦略と具体的な工程表を早急に策定・

実行に移していくことが不可欠であると考えております。 

 続きまして、共通的枠組みの整備です。産業データスペースは①アプリケーションサー

ビス層、②データ流通層、それから、③トラストサービス、いわゆるトラスト基盤の３層

で構成されるという整理が可能かと思います。これらは、どのようなユースケースを実装

する場合においても共通の基盤になると認識しております。 

 デジタル庁におかれましては、ぜひ産業界との緊密な連携の下、この共通枠組みの整備

に向けて御助力をいただければと思います。 

 これらの共通基盤のうち、とりわけ信頼性を確保しながら国内外で自由なデータ流通を

実現するためには、トラスト基盤の整備が急務です。 

 そこで、例えば日EUデジタルパートナーシップをはじめとする政府間対話を通じまして

国際的な相互運用性を確保するための要件を明確化していただいて、政府としての対応方

針を迅速に策定すべきと考えます。 

 また、産業データスペースへの企業の積極的な参加を促すにはユースケースの創出が欠

かせません。地球規模の課題解決という国際的なニーズが特に大きい環境分野において、

既存の取組をベースに、プロトタイピングを進めて最初の成功事例を創出することが極め
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て重要です。 

 こうした活動を展開するため、予算面でも十分な支援が必要だと考えております。私ど

もとしても、具体的なユースケースの掘り起こしに向けて、現在、関係団体の調整を鋭意

進めております。 

 最後に、我が国のデジタルエコシステムの実現に向けて、官民の緊密な連携・協調の下、

これら施策の円滑な推進を可能とする推進体制の構築が重要になります。経団連といたし

ましても、デジタル庁をはじめ官民の関係者と連携して、産業データスペースに関する官

民協議会の設置に向けた検討を進めてまいります。協議会をどういう形にするか、様々な

議論はございますけれども、引き続きの御理解、御協力を賜りますよう、お願いいたしま

す。 

 私から以上です。 

○森田座長 ありがとうございました。 

 それでは、続きまして、ゲストスピーカーといたしまして、藤原輝嘉一般社団法人自動

車・蓄電池トレーサビリティ推進センター代表理事からお願いします。 

○藤原代表理事 よろしくお願いします。 

 一般社団法人自動車・蓄電池トレーサビリティ推進センター、略してABtCといいますが、

代表理事の藤原でございます。 

 では、次の２ページ目、お願いします。 

 まず簡単に自己紹介ですけれども、私、ABtCの代表理事をしておりますが、バックグラ

ウンド、今も担当していますが、日本自動車工業会の「素材～廃車までのトレーサビリテ

ィ実装チーム」というデータ連携のチームを務めております。そのほか、出身がトヨタで

ございます。そういった立場で今日は御報告をさせていただきます。 

 次の３ページ目、お願いします。 

 ５ページ目、まずABtCの立場でございますけれども、昨年２月、自動車と蓄電池のサプ

ライチェーンの企業間で安全・安心にデータをやり取りするということを実現する事業体

として、国内14社の自動車OEM、日本自動車部品工業会、それから、電池サプライチェーン

協議会の皆様で連携して立ち上げた組織でございます。 

 先ほど奥家さんのほうからございましたが、ちょうど去年６月に公益デジタルプラット

フォーム運営事業者の認定をいただいて今、皆様にサービスを提供しているということで、

大きな役割は３つあると考えています。 

 １つは、実際にサービスを利用される方々に中立、安全のトレーサビリティ、データ連

携のサービスを提供すること。 

 それから、２番目、これから今後のユースケースも含めて業界・官民連携の協調活動で

しっかり進んでいくこと。 

 それから、今後しっかりやっていくということも含まれますが、例えばCatena-Xのよう

なものを含めて海外のデータ連携基盤との相互運用をしていって日本のものづくりが世界
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で戦えるようにしていくことです。これら３つの取組を支える基盤としてIPA DADC、関係

府省の皆様に御支援をいただいている、そういった関係でございます。 

 次の６ページ目に行っていただきまして、自動車産業の取組の紹介として、ちょうど最

近出ました自工会の2035年ビジョンというところでもデータ連携を取り上げてございます。

その心としては自動車産業はみんなで一緒にやっていく産業であり、政府や他産業の皆様

と連携する取組でもある。そういった産業を超えた取組を進めていく上ではデジタル基盤

が不可欠であるということで、図のサプライチェーン強靱化・循環型社会の実現という項

の中でサプライチェーン強靱化に資するデータ連携基盤としてウラノス・エコシステムに

大変強い期待をしているという状況でございますし、我々自身でも検討を進めていこうと

いうことでございます。 

 次、７ページ目に行っていただきまして、ここまで来るのに歩んだ道のりを紹介いたし

ます。もともとのきっかけは21年頃、欧州委員会で「グリーンとデジタル(Green Deal and 

Digitalization)戦略」といった話があり、サプライチェーン全体でCO2排出量データを開

示しなさいといわれるようになりました。これは今までと違ったタイプの法規制として、

もともとは個社それそれで悩み始めていたのですが、やはりサプライチェーンに関わるも

のは個社バラバラではやれないということで、例えば自動車の場合ですと日本自動車工業

会で検討を始めました。しかし例えばトヨタ、ホンダ、日産が違うやり方をすると困るの

は自動車OEMではなくサプライヤーの皆さんだということで、ここは協調領域としてほか

の団体、日本自動車部品工業会や蓄電池サプライチェーン協議会も一緒に取り組もうとな

りました。 

 その頃が23年ですが、我々の課題解決のためにうってつけの取組としてウラノス・エコ

システムが始まるということで、その先行ユースケースとして産学官連携で仕組みづくり

を進めました。ここでは技術的な標準であったり、実際にそれを業務として回すオペレー

ション、データの取扱い規約、実際に動くデジタル基盤、それから、ABtCの組織を立ち上

げた。 

 それから、64社もの方に参加いただき、用意した仕組を実際のサプライチェーンの企業

で大規模に実証しました。その成功を踏まえて実サービスを立ち上げ、今に至ります。欧

州の規則のほうがまだ正式決定待ちというところでまずはOEM中心にというところになっ

ていますが、今、20社程度に活用いただいています。また次の取組ということで自動車全

体のライフサイクル・アセスメントを広げようということで経済産業省自動車課にも御支

援いただきまして、今、30社ぐらいでCO2排出量の分析の実証をしています。25年以降には

適用領域をどんどん広げていこうという議論をまさに始めているところでございます。 

 次、８ページ目、実現したサービスの紹介で、サプライチェーン上で蓄電池のカーボン

フットプリントのデータ連携をするものです。図には赤、青、黄色の企業がございますが、

赤いところが例えば素材メーカーや資源商社です。それから、川中企業が電池セルのメー

カーです。最下流企業が自動車メーカーと捉えていただけると分かりやすいと思います。 
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 そうすると、自動車メーカーが欧州規則でカーボンフットプリント、電池パックのCO2を

計算しようと川中企業にリクエストを出す。そこからさらに素材の企業にリクエストが行

く。そこから、素材企業の方がデータをABtCのトレーサビリティーサービスにデータを入

力すると、今度は逆向きに情報が伝わっていく。その中でデータ流通システム、すなわち

ウラノス・エコシステムのデータ連携の仕組みがインターフェースになっていろいろな企

業の方がサービスにアクセスできます。サービスの中に図の青い薄色で描かれているトレ

ーサビリティ管理システム、すなわち業界固有のサービスがあります。これがトレードシ

ークレットも含めて安全・安心に企業間の取引を隠しながら、でも、数字は正しく伝える

ということをやっていく。出たデータは最終的に、図の一番下の段に「データ証明」とご

ざいますが、第三者認証を通じて最終的には認められる、そのようなプロセスを構築して

おります。 

 次、９ページ目に行っていただきまして、仕組づくりにおいてあった議論を紹介します。

やはりサプライヤーの皆さんからするとOEMが手を替え品を替え、カーボンニュートラル

という大義名分の下でいろいろデータを持っていくのではないかという懸念が強くありま

した。 

 リード文の赤字で書いてございますが、データの利活用、保護というのはきちんと両立

させていかないといけない。それは実際にデータを作る人、出す人のニーズに即して進め

ていくことが非常に重要であると感じています。例えば、データ提供者の側からするとカ

ーボンニュートラルと言いながら、算定データを出すとここに含まれる生産工程や材料組

成、調達の取引関係等を全部開示するのかと心配になる。開示するといろいろな原価も透

けて見えますよね。あるいは調達先が分かると何かのときに相対調達の情報になってしま

うかもしれない。機微情報が見えてしまうことが競争力の観点から非常な問題であるとい

うことです。 

 それから、カーボンニュートラルの目的だけに使いますよと言いながら、１回データを

渡してしまうと、その先は見えなくなってしまいますから、本来の目的外の利用等で使わ

れないのか心配が出ます。あるいはデジタルでは縛りをかけても、人が見て覚えてしまう

のは縛ることができないため非常に強い心配がございます。 

 それから、もう一つ、データ取得・提供には設備投資・IT投資が必要ということです。

データ流通の議論ではデータを流す部分だけが議論に時々なったりもするのですが、例え

ばカーボンニュートラルの取組では、工場の生産データを取るですとか工場の生産システ

ムに手を入れることも含めてやらないといけません。そうなるとデータを出すその投資を

誰が負担するのかが大きな問題として出てくる、そんな構造でございます。 

 一方でデータ利用者の観点からすると、データ利用を厳しく制限すると結局目的ごとに

しか使えない、仕組みも別々につくらないといけないとなってしまい、その結果データ活

用どころか仕組みが逆にばらばらになってしまうという話が起きてしまいます。あるいは

その逆に、欧州規則は直接取引関係がないところからデータを出せというのですけれども、
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そもそもそんなことができるのか、どんな理屈で要求すればよいのかも問題になってきま

す。 

 そういった議論を踏まえた上で、最終的な実現においては、公益DPFの認定によるガバナ

ンスをいただいてしっかり中立的な運営を行っていますし、データ利用規約も我々が勝手

につくったものではなくて官民や業界の議論を通じて皆様の合意をいただきながら作った

中立・公平なルールを採用しています。技術面でもスマートコントラクトという技術を使

って、しっかり決めたとおりにしかやりませんよ、間に人は入っていませんし、悪いこと

は仕組み上できませんよとしています。このいろいろな策で十重二十重に対応していると

いうのが今の実現状況でございます。 

 次、11ページに進んでいただいて今後について大きく３つ紹介します。横軸が電池で始

めた取組をほかの部品、それから、自動車に広げていこうという話。それから、縦軸がサ

ービス軸で、サプライチェーンでもトレーサビリティの管理からLCAや設計・製造の最適化

に取り組みを広げよう、それからサプライチェーンだけでなくバリューチェーンに広げて

いこうというものです。１番目の取組は電池のカーボンフットプリントやデューデリジェ

ンスですけれども、２番目の自動車のライフサイクル・アセスメント、それから、３番目

の電池パスポートに取り組みが進もうとしています。 

 次、12ページは自動車１台分のLCAの紹介です。自動車部品は数が多いので一朝一夕にで

きるものではないのですけれども、自動車１台をスコープにサプライチェーン全体でCO2排

出が分析できることを目指します。どこでCO2がたくさん出るのかがわかれば、そこに手を

打つことで自動車業界のCO2排出が下げられるので、材料別、部品別、あるいはエネルギー

別等で分析ができるようにする。そうすると、やはりサプライヤーの皆さんからするとい

ろいろな情報が出ていくので心配になります。では、平均値だけならよいのか、あるいは

計算結果は渡すけれども、元データは出さなければ合意は可能であるのか。このような丁

寧な議論をしながらまさに一歩一歩進めているというのが状況でございます。 

 次のページは電池パスポートについてです。これから国内で電池を作り、使って、リユ

ースして、リサイクルして資源循環する取組に進もうとしています。でも、そうすると、

製造、サプライチェーン側だけではなくてその先へのアプローチが必要です。今のプラッ

トフォームの手が届いていない、言い換えると自動車会社にとって車を売った後は販売店

さんやユーザーの方の領域です。そこまで含めてエコシステムとデータ流通をつくってい

かないといけません。 

 そうすると、販売店の方、中古販売の方、リサイクルの方ともしっかりつながっていか

ないといけません。それをやっていかないと電池の資源確保が成り立ちません。日本の自

動車は大多数が海外に売られていくということもあって、それをいかにグローバルで還流

させるかが資源確保の観点から重要であり、自動車工業会の大きな課題の一つということ

で進めております。 

 14ページが最後のページになります。これまでご説明した環境におけるトラストを自動
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車においても議論していますが、難しさがあります。モノを作るところや使うところ、い

ろいろな領域やフェーズがあり、それぞれで求めるものが変わるためです。国内と海外で

も状況が違います。それぞれが競争する領域、官民や業界が協調する領域、国が制度とし

て進める領域、それぞれにおいて議論していく必要があり、その議論を進めさせていただ

ければと思います。 

 そういった中で本日、奥家さんからご説明があったデータマネジメント・フレームワー

クは、業界を越えて共通で利用できる枠組みと受け止めています。これを活用しながら、

業界固有で実現する部分や業界を超えて共通化すべきトラストを議論できればと考えてい

ます。 

 以上でございます。 

○森田座長 ありがとうございました。 

 それでは、最後になりますが、阿部構成員から。 

○阿部構成員 日立の阿部でございます。よろしくお願いします。 

 私は日立に来て長いのですが、もともとはデータベースやデータストレージのソフトウ

エアの設計者でして、その後、データプラットフォーム関連の責任者や茨城のハード工場

の工場長など、産業分野でやってきた経歴でございます。そういった関係で、データ利活

用というものが非常に重要だということは身にしみて理解しており、また、産業界でエコ

システムをつくり価値創造に向かっていくということが日本の産業振興にとって非常に重

要だと考えております。 

 本日、日立の取組を御紹介しながら産業界でのデータ連携の重要性や配慮すべき点につ

いて発表させていただきます。 

 次がアジェンダでありまして、３ページ目にTWXというサービスが書いてありますが、こ

れは私どものサービスでありまして、サプライチェーンのDXを実現するクラウドサービス

です。企業活動、いろいろあるのですけれども、これを支えるサービスとして提供してい

るものを紹介させていただきます。 

 こちらは世界30か国・地域、８万7000社で今、御利用いただいているサービスで、ヘル

プデスクも６か国語で対応しています。クラウドサービスでIT運用保守の負荷軽減や集中

購買、こういったところのビジネス、アウトソースを支援しています。 

 これはもともと日立が、家電から重電、素材、歴史的に多種多様なモノづくりをしてき

たものですから、その中で調達・購買業務をやはり電話やファクスでやり取りしてきたも

のをEDIという電子的なやり取りとし、社内で使ってきたというのがまずスタートでござ

います。それを外のお客様に向けて、20年以上にわたってサービス提供してきたものです。

したがって、日立グループの中で共通の調達プラットフォームとして利用されてきたとい

うことで、長年にわたり幅広い業種ノウハウや現場の物の動き、ビジネスデータ、いわゆ

る現場目線と経営目線の両方で価値を提供することで実績を重ね、多くのお客様の業務を

支えてきたということでございます。 
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 また、ユーザー様からの御要望や御意見をいただきながらノウハウを蓄積して、継続的

に機能を強化しております。また、プライベートクラウド、マルチテナント型ということ

でお客様により高品質、信頼性が高いということで御提供しているものでございます。 

 次の５ページ目、1.3で、記載しているサービスですが、もともとはオレンジのところの

間接材の集中購買ということで、例えば軍手を購入するときに施設の中で多くの軍手を購

入する為、まとめて発注することによりバルクで安くする。それを例えば他社の購入まで

もまとめて発注することで効率を上げ、さらに安くということから始まりましたが、その

後、上のほうの直接材に展開しまして、そこからサプライヤーの選定やその後の物流など、

全体最適化としてバリューチェーン全体、販売までいろいろご提供するサービスを広げて

きたという経緯でございます。 

 したがって、データがいろいろ入ってきますが、契約により日立はお客様のデータを見

ない、触らないという対応になっております。これが極めて重要で、ここをきちっと守る

ことでお客様に機微なデータ登録を含めて安心感を持って御利用いただけるビジネス空間

を提供しています。これを破ってしまいますと当社のブランドを毀損してしまいますので、

これはかなり厳格にやっています。 

 後からもご説明しますけれども、CSR調達というとこでBCPなどいろいろな新しい要件が

出てきていますので、これをキャッチアップしながら全体最適ができるような新しいサー

ビスを順次開発、ご提供しているところでございます。 

 次のページ1.4ですが、サプライチェーン全体が協調・同期を取りながら実現するプラッ

トフォームということで、いま進めております。単にデータをつなぐだけではなくて、企

業間の活動に業種別、役割別、利用者別で、細かなアプリケーションサービスを提供し、

新たな価値を提供していきたいということであります。こういった意味ですとＢtoＢでの

企業間での連携は、いまは限った購入側と調達側でやっておりますが、ＢtoＢで新たなデ

ータ連携基盤が必要だと考えてございます。 

 次が２の規制のところについて当社が取り組んでいるところであります。 

 2.1で情報開示が求められる規制ということで、先ほども御説明ありましたけれども、カ

ーボンニュートラル等々で環境目標達成に向けて非財務情報の開示義務がいろいろ規定さ

れています。具体的には、企業単位から製品単位あるいは出荷単位での算定が要求されま

す。このような開示情報の規制では間違いがあるとコンプライアンス問題になってしまう

ため、排出量の証明ができるように製品トレーサビリティー、製品単位でのCO2排出量、エ

ビデンスを管理する仕組みを社内でつくり業務フローで進めていくことが重要になってい

ます。 

 次の2.2ですけれども、環境負荷算出ということで、これは上流から下流まで書いてあり

ますが、この全体の中で自社工場、製品化、再利用、廃棄までのサプライチェーンを表し

ています。このサプライチェーンは部品加工、組立てライン、検査、作るものによって全

然違います。これをグローバルのサプライチェーンでやっていますので、そこを海外工場
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と排出量算出機関が連携するということが特徴になっています。当然ながら川上での工場、

サプライヤーとのCO2排出量も不可欠となっていますので、やはりTier1、Tier2以降の中小

企業の方々とのデータ連携がこれからますます重要になってくるということでございます。 

 2.3で評価するための仕組みを書いておりますが、BOMといい、製品ごとの構成情報で算

出しているものであります。それから、右側にBOPと書いておりますが、これはプロセスに

よって算出するエネルギーの消費量でして、これと部品や材料の情報、ERPやMESというそ

れぞれ経営のためのシステム、製造するためのシステムの情報を組み合わせることで、製

品ライフサイクルでの環境負荷評価を可能にするということであります。 

 次の2.4のところは、ライフサイクルでの先ほど申し上げた今後の連携ということで書

いております。全体を見ることで他社品とのベンチマークができるということです。これ

で設計者自身が使っている使用材料の選定、省エネ技術の開発、リユースに気づきを得た

エコデザイン推進などができるようになります。全体のPDCAが回るように企業が自ら業務

を変えていき、循環社会を実現するということです。これは今、日立グループ単独の取組

になっておりますけれども、これを企業間連携にするということが重要です。 

 このように協調領域をうまくつくっていくということが大事であり、データ保護もしつ

つ、ビジネスの中のデータスペースをつくっていくということで、中小企業もご参加いた

だける仕組みにすることが重要になってまいります。先ほども御意見ありましたけれども、

財政的、人材的な支援が非常に重要なインセンティブになってくると考えております。 

 最後に３番の協調領域へのデータ連携のインセンティブの話をします。 

 ３のところで13ページ、協調領域のインセンティブということで、やはり法規制に対応

する、あるいは新たな価値をつくるということで、こちらの13ページの絵は規制のお話で

あります。規制についてのユースケースということで、今、ロボット革命・産業IoTイニシ

アティブ協議会（RRI）で脱炭素に向けたESG指標、これの排出量算定についてユースケー

スをつくり、これを各企業がデータを持ち寄ってデータスペースの参加企業を募って効率

を図る、こういうユースケースを、いまつくろうとしているところと理解しております。 

 もう一つが次のページでありまして、これは新たな企業価値をつくるという２点目のほ

うですけれども、企業間でリソースシェアリングするということで、生産性の向上やサプ

ライチェーンの強靱化などを新たな価値をつくっていくということになります。 

 いずれにしましても、共通のゴールを設定し、企業側の意識向上が大切です。先ほども

ありましたけれども、官民連携して意識向上しつつ、また、ゴールを決めて取り組んでい

くということをやっていく必要があると思っています。そういう意味では、ウラノス・エ

コシステムで提示されている日本の環境データスペースの整備、こういったところのユー

スケース、成功事例につなげていくというのは非常に重要になっていると理解しておりま

す。その上で、エコシステムをつくり、産業界全体で取り組んでいくというようにつなげ

られないかと思っております。 

 最後、まとめですけれども、提言と書かせていただきました。データスペースに関わる
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基盤インフラや基盤技術については、やはり我が国としてしっかり確保していく必要があ

ると思っております。また、基盤インフラの運営事業者については、デジタル赤字の縮小

や我が国の産業界のデータ保護と利用の両立、産業振興の観点からやはり日本企業が望ま

しいと考えております。また、中小企業でのデータ基盤利用を念頭に、費用面や人材面で

の負担軽減に向けた施策、これも必要だと思っております。 

 ２点目ですけれども、やはり具体的なユースケース、これを提示して共通のゴールを併

せて提示して取り組むことが重要であり、本日、御意見ありましたとおり、企業側の意識

向上、これについても官民連携で対応していく必要があるだろうと思っております。 

 ３点目は、欧州の環境規制については喫緊の課題ですので、ウラノス・エコシステム等

で進めております取組と連携しながら、日本の環境データスペースの整備に取り組んでユ

ースケースの成功事例をつくっていきたいと考えており当社グループもしっかりウラノ

ス・エコシステムと連携していきたいと考えております。エコシステムを推進する事が日

本の産業振興にとって非常に重要になると思っております。 

 以上でございます。 

○森田座長 ありがとうございました。 

 それでは、これからディスカッションに入りたいと思いますが、いつものとおり、御発

言がある方は適宜ネームプレートを立てるか、あるいはオンラインの方は挙手ボタンを押

していただければと思います。 

 それでは、たくさんの情報の提供がございましたけれども、いかがでしょうか。 

 では、宍戸構成員、どうぞ。 

○宍戸構成員 東京大学の宍戸でございます。 

 産業データの連携について非常に貴重な御報告等をいただきました。私自身、関わった

もの、若干お手伝いをさせていただいたものもありますけれども、大きな方向としてご発

表は同じ方向を向いている、問題は、これを現実に進めていく上で具体的にどうしていく

かということかなと思っております。その関係で、阿部様と藤原様にそれぞれお伺いして

みたいと思います。議論を前に進めるためという趣旨でございます。 

 阿部様にお伺いをしたいのは、サプライチェーンプラットフォームのTWX-21の取組につ

いて御発表いただいて、これは大変興味深い取組だと思うのですけれども、ここから先、

こういったサービスは日立さんが開発してみんなが使うということで順調に発展していく

とイメージされているのか、それとも、これをバックアップする何らかの法的な規制、先

ほど来、出てきている公益プラットフォーム認定のような仕組みをもう少し民間の企業が

サービスとして提供するときに利用できる仕組みがあればいいものもあるでしょうし、サ

ービスを規律する法的な枠組みをつくるよりは、外側の人たちに対する何らかの規律がか

かることによってサービスを利用するインセンティブが生まれるという仕組みでもいいで

すし、やはり国が余計なルールをつくるとろくなことにならないのでやらないほうがいい、

しばらく民間のビジネスとして発展していくのを見守っていってくださいという御趣旨な
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のか、率直なところをお伺いさせていただければと思いました。 

 藤原さんには後でお伺いしたいと思いますが、まずは阿部さんに教えていただければと

思います。 

○阿部構成員 ありがとうございます。 

 これはかなり地味なプラットフォームサービスでありまして、あまり名前は通っていな

いのですけれども、実態は国内でもほぼデファクトでありまして、今も非常にいろいろな

企業からご要望をいただいているような状況です。これとは別に、ダイキンさんと当社の

事例なのですが、ダイキンさんは8割ちかくグローバル展開を進めておりますが、どこかで

問題が発生した際に迅速に調達関連を切り替えられるよう、過去は手作業で多くの時間が

かかっていました。しかし、環境変化に応じて、どこで調達し、どこで製造するかを迅速

に決定する必要があったので日立はそのプロセスをシステム化しました。やはり迅速かつ

柔軟に対応する為にもそれぞれのシステムがうまく連携する必要があると思います。この

仕組みが数年前のコロナでロックダウンが発生した際に大変有効に機能したと伺いました。

例えば環境規制関連でしたらウラノスにつながればきちっと連携できるといった仕組みが

必要だと思います。 

 一方で、法整備という意味だとなかなか難しいなと思っています。やはりデータを出し

て利活用を促進することをアクセラレートしてくれるような法整備が必要です。一方で、

やはり先ほども自動車の例がありましたが、データはとても大事で、ノウハウですので、

漏洩したときにきちっと規制がかかるような枠組み。なかなか難しいと思うのですけれど

も、そういった両面がないとデータ利活用も進まないし、我が国のデータも守れないとい

う、そういうところかと思います。 

○宍戸構成員 ありがとうございます。大変勉強になります。 

 すみません、それで、藤原さんにお伺いしたいのですが。 

○森田座長 では、簡単に。 

○宍戸構成員 藤原さんの資料の９ページは非常に分かりやすいなと思いまして、ガバナ

ンス、データ利用規約、技術と、私も一応法律屋ですけれども、法律とかルールもこの３

つがうまく組み合わさることが本当に大事だというのは、藤原さんの取組で思ったところ

です。この３つのうち、今、どれが一番足りないか。プラットフォームであっても、ある

いは政府の施策であっても、この３つをきちんと併せながら進めていくために何が必要だ

と思われますか。 

○藤原代表理事 大変難しい御質問、ありがとうございます。 

 ここはいろいろな人で進む方向を決める戦略的な判断があると思います。今回、電池の

カーボンフットプリントという具体的なテーマにおいては、この３つをすることで事が動

きました。一方で、規約の部分で利用、特に目的外利用を厳しく縛ることとなりました。

これは安全・安心のために必要でしたが、これは新しいデータ活用を縛ることにもなりま

した。例えばサプライチェーンの取引関係がわかれば災害対策のような公共の目的に使え
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るかもしれませんし、競争領域ではサプライチェーンファイナンスによるビジネス機会提

供といったいろいろなアイデアが出ると思います。 

 ただ、見えない活用を最初から想定すると皆さん警戒されるので、見えるところ、見え

ないところの線引きや合意すべきレベルの定義づけは、業界や官民でサプライチェーンの

議論が必要です。部品メーカーさんも災害対応であればある程度は情報を出してもいいが、

ふだんは嫌ですとか、状況や目的によって判断が変わり得るため、コミュニティーでしっ

かり議論を深めていく必要があるというのがやってみての実感です。 

○宍戸構成員 ありがとうございます。そのコミュニティーなり文脈の議論をしっかりと

やるという仕組みが一番大事かもしれないですね。ありがとうございます。 

○森田座長 ありがとうございました。 

 お三方、今、手を挙げていらっしゃるのですけれども、先に退室されるということで申

し訳ないのですが、巽構成員のほうから先に御発言いただけますでしょうか。 

○巽構成員 ありがとうございます。恐縮です。 

 私のほうから質問というよりはコメントなのですけれども、まず、今回話題になってい

る産業データというものについては、資料によっては産業界におけるデータの利活用一般

を指しているように、守備範囲はかなり広いわけなのですが、その中でも個人データなの

か、非個人データなのかというように、場合を分けて具体的に議論を進めていくというの

が非常に重要なことだと思いますので、方向性についてまず大いに賛成いたします。その

上で、コメントとしては、事務局資料の中に、司令塔機能という言葉が出てまいります。

あともう一つ、経団連の岩村構成員からの資料の中にも、デジタル庁が司令塔になるとい

う言葉が書かれております。産業データの利活用に係る政策の全体を俯瞰して、必要な規

制ないしは助成を適時にかけていくという公的セクターが必要だという認識は恐らく共有

されるのだろうと思いますが、ただ、それをどこが担うのか、どういう役割を担ってもら

うのかというのは、重要なポイントだろうと思っています。 

 そこで一つ私が思ったのは、既に日本には官民データ活用推進基本法というものができ

ていまして、同法の中でつくることとされていた官民データ活用推進基本計画というのが、

デジタル庁がつくることになったデジタル社会の重点計画というものに合併する形になっ

ています。そうすると、デジタル庁の役割として、既に官民データ活用基本法に基づく計

画の策定としてこの種の話の一種の司令塔機能を果たしてもらうということは織り込まれ

ているのだと思うのです。 

 ただ、本日、本当に多種多様な分野の多種多様な議論を御紹介いただいておりますよう

に、各産業分野の下でのデータの利活用の状況を一番見ているのは、まずは業法の所管官

庁だと思います。デジタル庁に全体を俯瞰して議論を進めていただくということを私は強

く期待したいのですけれども、制度に具体的に落とし込んでいくという段にあっては、や

はり各所管官庁ですとか、その分野で先陣を切ってやってらっしゃる事業者の方々の声と

いうのがしっかり反映されねばならないということです。司令塔機能ということについて
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は、最近、いろいろなところで政策文書に出てくるのですが、どこにやってもらうかとい

うことに加えて、どういうことをやってもらうかというのも非常に大事ですので、ゆくゆ

くそういうことも詰められていけばいいのかなと思っています。 

 もう一点、追加なのですけれども、これは別に拾うべき話なので今日は入っていないの

かもしれませんが、総務省が所管している情報信託ないし情報銀行の仕組みというのも、

今回のスコープには入るだろうと思います。データ利活用のスキームとしていろいろな評

価があるので、詳細は差し控えますが、現在でも指針を改定するなどしており、現場に近

いところでは地道に検討を続けているところですので、情報信託の話がここにどう関わっ

てくるかということも行く行くはおまとめいただけるとありがたく思います。 

 すみません、長くなりました。以上です。 

○森田座長 ありがとうございます。 

 これについてデジタル庁、何かよろしいですか。 

○蓮井審議官 今、巽先生が御指摘いただいたとおりでございまして、官民データの基本

法で作成すべき計画は、現在は重点計画になってございます。その上で、ただ、データに

ついては特にデジタル庁が音頭を取るべきだという御指摘はやはり強いというか、データ

そのものは横串的なものとして位置づけられるものでございますので、村上統括官の下で

データのアクションプランというのを策定して、その中でもこのデータスペースをどうす

るかと議論させていただいております。 

 そういう意味では、大枠ですとか、どういう形でやっていくのかといた、先ほど私も言

ったのですが、枠組み的な議論を進めているのですけれども、その枠組みをどう具体化す

るのかを個別のユースケースですとか個別のコミュニティーと申し上げましたが、それは

だんだん事業に近いところになりますので、それとの連携をどう取るかというのは、経産

省さんもIPAさんとよく連携してやらせてもらっていますが、そういう形をどううまく生

かしていくのか、さらに発展させるのかといったようなことを我々もしていきたいと思い

ます。 

○森田座長 それでは、次に手を挙げてらっしゃいます稲谷構成員のほうが少し早かった

ので、稲谷構成員からお願いいたします。 

○稲谷構成員 ありがとうございます。 

本日も大変盛りだくさんの御報告をありがとうございました。今の議論なども伺いなが

ら、私なりに思ったところをまとめてコメントさせていただければと思います。御報告を

伺っていても、それから、今の議論を伺っていても、やはりこの産業データという分野で

は、それぞれのステークホルダー間でのインセンティブの整合性がないと、そもそもルー

ルをつくっても機能しない可能性があるところなのかなと、まず思いました。 

 その観点から見た場合、トラストの創出というのは、データ利活用のインセンティブ整

合性を考える上で、懸念が１つ減るという意味では非常に重要なのだろうと思います。一

方で、これまでの議論の中でも幾つか出てきていると思うのですけれども、やはり産業と
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かデータの性質ごとに連携の必要性とか、連携に対するモチベーション・インセンティブ

みたいなものはかなりバラエティーがあるのかなと思います。そうすると、論点の中にも

若干書かれていた気がするのですけれども、EUのデータ法のように一気に法制化していく

というやり方は、現段階ではなかなか難しいところもあるのかなと思います。というのも、

変にやってしまうと、かえって運用とか法執行のコストがデータ連携の便益を上回ってし

まう、あるいはインセンティブに矛盾が生じて、うまく結局信頼される形ではデータが回

らないということになってしまうと非常に困ったことになります。そうすると、ここは少

し慎重になったほうがいいのかなと思いました。 

 むしろ、今日のご報告にもありましたように、既にある程度うまくいきつつある自律分

散的な方向性、これを生かしていくというところから、例えば公益DPFのような枠組みとい

うのをうまく活用していくというのが、取っ掛かりとしてはきっと重要なのだろうと思い

ます。また、これは以前にもお話しさせていただきましたように、科学技術の進展が激し

い領域、つまり、規制環境が変化しやすい領域というのは、やはりできるところから合意

をつくって始めていくということが意図しない結果を生まないために非常に重要です。こ

の観点からも、自律分散的な、ボトムアップ型ルールメーキングという方向性は望ましい

と思います。その際、ステークホルダーの多様性も重要で、例えば、コミュニティーとい

う話も幾つか出てきていますが、やはりマルチステークホルダーでよりよくゴールを達成

できる方向に、制度とシステムの双方をキャリブレーションし続けたりとかアップデート

し続けられるような、我々、アジャイルガバナンスと呼んでいるような方法論というのを

この分野で積極的に取り入れていくということはやはり必要なのかなと思いました。 

 トラストの確立という観点については、蓮井審議官のほうからも私たちの取組に御言及

いただきましたように、制度、技術、運用の三位一体で、データセキュリティを確保する

ために、合理的なリスク対応というものができる枠組みをつくることを目指しているとこ

ろでございます。ただ、それをやっていく上でリスクを具体的に因数分解して適切な対応

策を考えていくというところでは、ユースケースというのは重要になってきます。今日も

少しユースケースが挙がってきましたけれども、こちらと足並みをそろえながら検討を進

めたいと考えているところでございます。 

 ただ、その際、こちらも蓮井審議官のプレゼンのほうで言及がありましたように、ある

種のモジュール化ということを考えることは、その後の展開を考える上で重要だと思って

います。リスクの因数分解を進めて共通のモジュールとして捉えられる措置みたいなもの

が浮かび上がってくれば、その段階でそれらの措置を確実に取ってもらうためにハードロ

ーによる義務付けも視野に入れながら考えていくというのが、やはり望ましいのかなと思

います。 

 また、その際にはデータガバナンスのガイドラインも同時に整備・推進していくことで、

特に、データ連携によって今後生まれてくるであろう新たな経済エコシステムに、信頼で

きるパートナーとして入るための資格を明確化するという観点から、データガバナンスガ
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イドラインを捉えていくことによって、経営者のマインドセットに訴えかけていくという

のも重要になると思います。 

 もちろん、この枠組み全体も、繰り返しになりますけれども、硬直化すると意味があり

ませんので、必ずステークホルダーをうまく巻き込んでいきながらアジャイルガバナンス

のような仕組みをつくっていくというのが、制度、技術、運用の三位一体の在り方という

ものを見直し続けるという点で大事かなと思います。 

 あと２点ほど全体の話に関連して少し気づいたというか思ったところなのですけれども、

現実問題としてなかなかデータ連携に向けた動きがそんなに強く出てきていないのではな

いかといったコメントもこれまでの検討会であったところかなと思います。これは推測で

すが、その背景には、それぞれの産業ないしデータに関するステークホルダーのモチベー

ション・インセンティブがそもそもどの辺りにあるのかとか、どういったことをやりたい

と思っているのか、どういったプレッシャーを受けているのかというところがまだなかな

か具体的に見えてきていないところも、それぞれのコーディネーションをこれから始めよ

うという人たちの間ですら、実はなかなか見えていないところもあったりするのかなと思

うのですね。 

 そうすると、やはり司令塔という議論も先ほど出てきていましたし、それをどこが担う

のかという議論は別途あるのかもしれませんが、少なくともコーディネーションをこれか

ら進めていく上で誰がどういう状況に置かれているのかということの意見交換を進められ

るような場というものを考えていかないと、今申し上げた仕組みみたいなものはなかなか

起動しにくいのかなと思います。私が知らないだけでもしあるのだよということであれば

ぜひそちらを活用していただければと思うのですが、少しその点は気になったところです。 

 それから、もう一点だけなのですけれども、ガバメントアクセスの話が少しだけ事務局

さんの資料に書かれていたと思うのですね。これは私、やはり一方的に向こう側に技術の

機微に関わる部分の情報を吸い上げられてしまうという何か仕組みが進んでいってしまう

ということには少し危機感、危惧感を持っているところもありますので、まさに資料のほ

うでも書かれていたように、適正手続みたいなものをちゃんと求めていくとか、あるいは

少なくとも相互にそういったものがない限りは、一方的に取られるみたいな仕組みという

のは国際的な枠組みとしても望ましくないのではないかみたいなことをちゃんと言ってい

くとか、何がしかの少し押し返しみたいなものを考え始めないと、今は結局結構経済的に

強いところが域外適用、自分の経済圏をレバレッジにしてどんどん押しつけてくるという

やり方ばかり進んでいっているというところがありますので、その辺りというものを考え

る上でも、少しこの論点というのは、別途深掘りする形で考え始めてみてもいいのかなと

いうところは思ったところです。 

 すみません、私のほうから以上です。雑駁な意見で失礼いたしました。 

○森田座長 コメントありがとうございました。 

 それでは、お待たせいたしました。落合構成員、どうぞ。 
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○落合構成員 どうもありがとうございます。 

 私も幾つか述べさせていただきたいと思います。論点が資料１のほうでもありますので、

それも踏まえて議論させていただきたいと思っております。 

 １つ、先ほど宍戸先生のほうからも御質問があって、どういうフレームがいいのかとい

うお話もございましたし、巽先生、稲谷先生からもフレームワークに関する議論というの

があったと思っております。まず、少なくとも共通していることとしては、あまり一律的

にというか、割とヨーロッパのデータ法というのはそういう側面が強く見える印象のもの

だと思いますけれども、あまりそういう形でやり過ぎてしまうとうまくインセンティブ調

整などができないのではないかという点をよく考えていくことは重要だと思っております。 

 その中でこの１つ目の利活用の進展ですが、インセンティブに関する問題と、コストや

共通化による全体にとってのデータの流通のしやすさ、これを進めていくことについて、

それぞれ分けて考えておいたほうがいいと思いました。特に後者の共通化ですとか、岩村

様が言われるところのトラスト層なのか、デジタル庁で進めていただいているモジュール

化やＧビスIDなどがあるかもしれません。インセンティブのほうがより難しい課題である

ようには思っておりまして、これまで自発的なデータ共有が進んできている例というのは

極めて希少であるようにも思っております。 

 私もいろいろな分野に関わっておりますが、なかなか本日の御紹介いただいた内容も非

常に先進的な取組になっている場合が多いなとは思うものの、例えば欧州との関係や政策

的課題があるとか、やはり何らかの外的要素がないとなかなか進まない様子があるように

思います。そういう意味では、まずデータを使うことに対して社会的なインセンティブや

目標自体がそもそもあまりない、という点に着目して整備をしていくことは重要だと思い

ます。 

 その意味では、まずデータ連携を進めていって日本企業が競争力を保持するためには生

産性の向上や、新技術の利用、社会課題への対応能力の増加が市場から評価されというこ

とも重要で、本日もマーケットを意識するお話があったかと思いますが、こういった点を

意識していくことは、DX銘柄などでもその後、企業行動がやはり市場からの注目が一つド

ライバーになって変化したことなどはよく目にすることもありますので、そういった市場

もあると思います。 

 一方で、今回の産業分野だけですとそこまで多くないのかもしれませんが、政府からの

補助を得たり、何らかの政策的支援を受けたり、取引への参加資格を受けたりだとか、も

しくはセキュリティーやカーボンなどの話、本日も出てきましたが、そういう規制にも関

係する外的課題があったり、海外から圧力があるとか、また、もう少し積極的に言えばデ

ータを提供した側の会社へのメリットがどうなっていくのかという、インセンティブの要

素を整理していっき、これを制度、技術、運用のそれぞれのレベルで打ち手を整理しつつ、

分野ごとの議論ができるようにしていくことが大事だろうと思っております。 

 特にこれはインセンティブについて申し上げたところですので、必ずしも技術だけでは
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ないことも重要です。巽先生もおっしゃった、デジタル庁で全部対応というのがどうなの

かという議論は、そういう部分もあるのかなと思いました。一方で、デジタル庁では、今、

モジュール化や、ＧビズIDに取り組まれているお話などもありました。このような特に技

術的な側面などについて、共通要素はデジタル庁やIPAに中心的に行っていただくことは

合理的だろうと思っております。 

 データの整備の全体的な方針自体も、先ほど申し上げたインセンティブと技術的な側面

などに着目した共通要素のような話を申し上げました。全体としてどうしていきたいのか

という方向性があまり明確に示されていないように思っております。岩村様のほうの御発

表でもあったように思いますが、結局、何かいろいろなところで、いろいろなことが行わ

れていて何をしているのか分からない、という点が課題感としては大きいかと思います。

例えばフレームワークも、本日御発表いただいた中でも散発的にはあったと思うのですが、

こういうものはなるべく高いレベルでも共有した上で国や準公的な形で整備をしていった

り、取り組みやその予定をリストアップしたりだとか、どういう要素が必要であって実際

にどういうことが行われているのかをリストアップして、一つ一つ議論を整理していくこ

とが重要ではないかと思っております。 

 こういったことを考えていくと、基本的なフレームワークとして政策、組織的な役割を

整理していくことがデータ政策の推進に当たって重要ではないかと思いますし、インセン

ティブ設計や個別の調整を行っていくための認定や認証するような枠組み、これは一律に

ならないようにするためにということもあると思っておりました。本日、公益プラットフ

ォームなどのお話もありましたので、そういった公益プラットフォームという枠組みもあ

るでしょうし、個別の分野ですともう少しプラットフォーム以外の事業者に認定であった

り何か認定等があったほうがいいこともあるかもしれません。そういった利害調整をして

いったり、分野・テーマごとに権利、義務を整理できるようなフレームワークを制度的に

認証とか認定ができるような仕組みなどがあるといいのではないかと思いました。 

 どうしても各分野、一律共通ですとインセンティブ設計の部分が特に大きく異なってい

るところもあります。個人情報、営業秘密、データセキュリティーなどの観点で異なる点

が出てこざるを得ないところがあると思います。そこは法令など、制度的に基づく仕組み

があまり硬直的にならないような形で、認定等できるような形にして、分野ごとにさらに

定期的にどういうようにデータを整備していくか、国全体や分野共通の議論もある中で個

別分野の議論もできることにしていくことが必要ではないでしょうか。その業界ごとや、

テーマごとに集まって整備をしていくための仕組があると、最終的に稲谷先生も意識され

ていたようなアジャイルガバナンス的な視点も考慮したような取組になるかと思いました。 

 すみません、１つ目が長かったので１つ目だけにさせていただきまして、時間がありま

したらまた残りの論点はコメントさせていただきます。どうもありがとうございます。 

○森田座長 ありがとうございました。 

 ほかにいかがでしょうか。 
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 どうぞ。 

○村上局長補佐 皆さんに対する問題提起というか質問というか論点みたいなものも含め

て簡単に。 

 まず最初に、身内もそうですが、経産省をはじめ阿部さんにも藤原さんにももちろん岩

村さんにもかなり思い切ってリアルな説明をしていただきました。本当に感謝しておりま

す。１年前だったらこれをやってくれと言っても多分出せなかったのではないかという気

もしますので、それだけ世の中も変わっているということかもしれませんし、それぞれの

御英断に感謝します。 

 その上で１つ目は、いろいろ議論がございましたけれども、デジ行財の事務局としては、

ここは非連続なようにしたい。それが本当に法律的措置かどうかを今、決めてかかるわけ

ではありませんが、やはり思い切って階段は３段くらい飛びたい。ちょっと議論も出てい

ましたけれども、基本的にAIのために必要なデータストックはもう待ったなしなので、多

分やらなかったら日本は負けるからということなのですが、逆に言うと、その危機感の度

合いがやはりまだ真ん中にいる人と周りで見ている人とは差がありまして、データの利活

用ということに対する社会的受容性がまだ低いから、すごい大事だと思っている人と、え、

そうなのという人の間に差があるのが、企業がそれぞれ動こうと思えばやはりその後ろの

投資家の理解を得なくてはいけないということも含めて考えると、簡単に言うとどうやっ

てトップ判断するかということを考えないと、自動走行が安全なのか、危険なのかという

のを一生懸命やっていただいていますけれども、ああいう類いのプロパガンダが要るので

はないかと思うのですが、いかようにお考えでしょうかというのが１つ目の論点です。 

 ２つ目でございます。事務局の説明で片や道を整備する、もしくは勾配をつけるという

ように表現をさせていただきましたが、データ利用の共同利用組合的アプローチについて

どう思いますかというのを拝聴してみたいです。 

 要は、やはりデータは二次利用してみないといかほどの経済価値を生むのか分からない

ので、正直言って値段をつけられないのだと思うのですよね。それが情報銀行そのものが

そうだったかどうかは置いておいても、やはり値づけをすることによるデータの取引のア

プローチというのはこの10年間ずっと言われてきて、なかなかうまくいっていない。だっ

て、誰が相手でどう使うかによって値段は幾らでも変わるし、安く売っておいてすごいも

うけられるのも不愉快だし、何だよというところはもうやはり無理なのではないかという

感じもなくはない。だから、多少のインセンティブを乗せたぐらいでは動かないのではな

いかという現実があるのではないかと。 

 ちらっとお話に出ていましたけれども、それぐらいだったら、あいつとこいつとこいつ

とこいつの中であいつのデータも使うが私のデータも使うという、それだったらいいので

はないかと。振り返ると産業ベンダーではないですけれども、電子カルテのところもちょ

こちょこ進んでいますのは、あれは誰が出して誰が見るのか非常にクリアにさせています

し、その中でマイナポータルで本人が見る分にはいいだろうというようにしている。これ
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は壮大な共同組合、法人という議論ではなくて共同利用という中でお互いにデータを出し

合うみたいな考え方のほうが盛り込みやすいのではないかと。 

 いずれにせよ、稲谷先生からもガバナンスのガイドラインの話が出ていましたけれども、

経営判断なので、経営者にコミットしていただく必要はあるのですが、それが幾らだとい

う仕組みの整備の問題でなくても、こいつらの間ではいいことにしようではないかという

類いの話かCO2排出量、社会的規制により制度によってはねられるからやめる。極論すると

その２つのどちらかではないかという気も産業用に関してはしなくもないと思うのですけ

れども、どう思われますか。これが２点目。 

 ３点目は、地域金融データ、これは産業用というのかよく分かりませんが、観光業とか

商業とかも考えていただきたい。人口が減っていく地域で物流も含めて例えば物流ハブを

つくることで潰れそうなコンビニを何とか維持できないかみたいな類いを多少考えると、

誰がどこで何をやっているのというデータをきちっと地域に共有しないと、過疎地域のサ

バイバル連携に答えが出せないというところが、決済手段ごとにみんなばらばらだし、せ

っかく銀行業のAPIが共有という話をつくってくれても最近、生活の主役は、銀行の方にお

許しいただければと思いますが、クレカにこれからどんどんシフトしていきますので、多

分銀行のAPIを開放しているだけでは生活データの共有はできないのではないかという気

がいたします。 

 そういう意味で、地域における暮らしを支えるサービス業というちょっと今日のメンツ

とは違う切り口、モビリティーが通っているところ、物流の話は出てきますので同じ問題

はあろうかと思いますが、そこについてはやや制度的かどうか分からないですけれども、

恐らく決済面が一番行動履歴を取っていると思われるので、それを共有するような銀行業

が頑張ってくれたような話というのをもう少しフォーカスを広げてやる議論の必要はない

か。 

 あとは簡単に済ませます。２点目の話ですが、では、共同利用組合のような人のための

ツールは一体誰が整備して管理するのだという問題がありまして、多分そこの部分を商売

にしようというのがこれまであった情報銀行の議論だと思うのですが、どうもこれまでや

ってきて分かったのは、そういうことを必要ではあろうが、これは商売にならない。事業

にしようと思って頑張ってくれたのですけれども、やはりデータの連携・共有のところを

それ自身単独のプロフィッタブルな事業にしようと思ったら公共財なのではないかという、

どうやらそういう側面があるよねというところは、日立さんの取組とか逆に言うと実際に

商業ベースでやってらっしゃいますからそんなことはないかもしれないといったようなと

ころ、この部分を公共財的アプローチに考えたほうがいいのかということも、片や仕組み

が必要ならつくるが民業でやれるのだと考えたらいいのか、まさにABtCをマネジメントし

ようと思ったときに、使う事業者が利用料金を出し合ってバランスシートを作って、そい

つが管理するということで本当に回るのか。それとも、やはりそこには何かのパブリック

のサポートなり何らかの公共的支援が必要だと考えるのか。 
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 最後がデジ庁の論点でございます。デジ庁は少なくとも今日プレゼンにもあったし、議

論もしてきたように技術面で取りまとめてアドバイスをしていく、ないしは作り込むのは

今の４点目のものにも関わるのでデジ庁自身が持つか、デジ庁がディレクションした下で

それぞれの業界にやっていただくのか、今日の時点で結論はまだ分からないですけれども、

多分デジ庁の仕事だと思っています。 

 ただ、全てのシステムでユーザーの問題はございますので、主役はやはり特に経産省が

一番大きいと思いますし、経産省だけかというと農水省もあれば厚労省もありますという、

本来、この議論は業所管庁が主役であるべき議論、それを技術の面からしっかりと共通化

し標準化、支えるというのがデジタル庁の役割だと思いますが、分野間のインターオペラ

ビリティーの確保も含めてどの程度相互運用的なものを用意しておく必要があるか。やは

り分野ごとによって温度感の違いが出てくるところを共通して引っ張っていく必要がある

のではないかということで言うと、内閣官房的組織としてのデジタル庁がその分出てきて

ちゃんと旗振りができるのではないかという議論はあるのかなと思っていますが、これは

今日は経産省以外の業所管庁はいないので、何らかの意見を聞いていく必要があると思い

ます。 

 我々は別に決して逃げたいわけでも放り出したいわけでも全くないのですけれども、た

だ、業所管庁が自分の業の問題として主体的に考えるというところをスポイルしてしまう

ようだと出過ぎは禁物という、こういう議論になるので、厚労省さんなんかは十分カルテ

の問題なんかも自分の問題だと思って必死にやっていますから僕らが一生懸命、横から口

を出すぐらいがちょうどいいバランスなのですが、デジタル庁で難しいのは所管分野ごと

によってその辺の温度感と口の出し方具合がなかなか均一にならないという問題がありま

して、正直悩んではいます。 

 そこを皆さんがあなたたちがやるべきだと言われれば僕らは喜んで出てまいりますし、

そこはこういう側面があるからそういう体制にするにしてもこういうところは気をつけて

やっていかないとうまくいかないよねというところがあるようであれば、デジ行財事務局

として内閣官房的なのか、デジ庁として技術的な部分なのか、いずれもあり得ると思いま

すけれども、リクエストさえいただければデジ行財とデジ庁でちゃんとその辺はあんばい

を考えますので、その辺についても、長々とすみません。全部今、今日、ここで答えてい

ただく必要はありませんけれども、このような問題意識があるということを御承知おきい

ただきたく、今日のところのコメントをいただければと思います。 

 以上です。 

○森田座長 ありがとうございました。 

 これはそれぞれこちらの方からコメントをいただく、そういうことでよろしいですか。

まだ時間はしばらくあります。 

 では、阿部構成員から。 

○阿部構成員 全部は難しいのですけれども、データの共同利用というところの観点で申
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し上げると、なかなか難しいのではないかなと私自身は感じます。私ども、いろいろなデ

ータを使って付加価値をつける取組みをやっているのですが、自社の中で例えば製品メン

テナンスにおけるデータを使った高度化や自動化、また商品化や安全確認などまずは生み

出す価値がわかりやすい自社内でやっています。また、お客様やパートナーさんとデータ

をお互いに出し合って協力してやる、個別のテーマごとにやるというのはありますが、汎

用的な目的で共同でというところがなかなか難しいのではないかなと思います。データは

あくまでも手段だからです。まずデータありきで進めてしまうと何か付加価値をつけると

いうような新たにビジネスモデルをつくるという意味からすると難しいのではないかなと

思います。 

 一方で、規制対応はやらねばならぬので、みんな集まってデータを共有するというのは、

今、ウラノスでやっているのもそういうところだと思いますが、そういうところからまず

ユースケースを進め、データ活用の価値を産業界全体にじわじわと拡げていくのが良いか

と思います。 

○森田座長 では、藤原さん、どうぞ。 

○藤原代表理事 これは自動車・電池の立場ではなくて、いろいろな取組をやっている個

人の意見として聞いていただければと思います。プロパガンダ、共同利用という観点につ

いては肌感としては難しいのではないかと思っています。まずは活用できる人が実は育っ

ていないのではないかと。実際にAIでデータを集めて何かやろうという人だったら、「御

社のデータを何億円で丸ごと買います。AI活用はうちがやります」のような形でデータを

ごっそり持っていく世界になっていますから、それが例えば今の自動車会社同士同質な人

が集まって共同してもイノベーションは起きないと考えます。集めたデータを活用して相

手の生産方式やオペレーションに入り込むにはノウハウが必要ですので、そこを活性化さ

せるために違うプレーヤーの育成が要るのではないかと思っています。 

 それから、地域金融については、期待値があると考えていますが、例えば先ほど私が申

し上げた蓄電池のカーボンフットプリントのデータ利用制限が壁になると考えています。

お客さんが一定以上に増えると、ある日突然規約を変えることについて利用者の合意形成

ができなくなります。発展性と安全・安心には相反するところが難しさです。しかしなが

ら例えば災害対応だったらサプライチェーンの皆さんも協力の意思がありますから、そう

いったところにインセンティブをつけたり、何かあったときのサポートをつけることで後

押しができるかもしれません。中小の方にIoTデータを登録していただいたら、融資面のメ

リットを付けられるかもしれません。銀行の立場では、設備の稼働状況がわかれば会社の

元気度が把握できるので、融資の判断もしやすいといった使い方もあります。 

 そういうときに問題になるのはデータが出るところと、そのデータを使う人は必ずしも

つながらないことです。そういったところをつなげるというところに、パブリックな議論

で後押しする話をしたり、利用の目的外でも公益に資するようなものなら国がデータを買

い上げて施策につなげることはやりようがあると思います。自動車LCAの話をすると、規制
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がない中でやはり部品メーカーさんとしては大きな活動はできないという話があるので、

先行的にやっている人に対しては先にやった人が得をするようにしていかないと、先にや

った者が負けるため、規制のぎりぎりまで引きつけて乗っかる負のインセンティブが働い

てしまいます。そこをひっくり返すようなサポートは国でないとできないと思っています。 

○岩村構成員 統括官のお悩みは我々も共有しております。2018年頃からDXを通じたデー

タ連携を進め、Society5.0の実現を掲げてきましたが、なかなか具体的なところに落とし

込めていません。様々模索はしていますが、やはりインセンティブが課題となっています。

皆さんが直面している事情が異なる中での規制対応は、悩み事であります。 

 我々としては協調領域で何をするか、もう少し詰めてほしいと思っています。例えば、

先ほどの資料４の「３層構造」における各レイヤーに、誰が対応するかを考える必要があ

ります。アプリケーションに近いところでは、業所管官庁で対応し、もう少し共通性の高

いものに関しては、デジ庁もしくは内閣府が対応するのが良いのではないか、という整理

です。 

以上が、お問いかけについて現時点で答えられる内容になります。 

○森田座長 もうよろしいですか。 

○村上局長補佐 では、一言だけ。 

 まず感じが非常によく分かりました。ありがとうございました。方向感がすごく重要な

ので。ただ、ちょっと思ったのは、共同利用と規制対応とその間にもう少しきめ細かく議

論すると何かヒントが転がっていないかと。例えば一般論ですが、今、実は自動車会社さ

んの持っているプローブデータと保険会社さんの間はデータの共有が成立していて、それ

が事故率の算定等に使われているし、そのうちの一部は任意で警察当局に事故スポットの

解析として提供されているというところがもし公開されていなければ後で議事録削除して

ほしいけれども、あるのですよね。これはもう半歩広げられないかなみたいなところ。 

 これは同様に携帯電話の人流データについても一部小会社をつくって商売でやられてい

ながら結構社会的に使っているケースというのがあるので、それをもう少し広げるところ

と社会的大義名分としての創造的規制と言うとなんですけれども、というちょっと粒度を

上げる、解像度を上げていくと何かヒントになる切り口はないかなというところはもう少

し丁寧に見られないかなと思いました。 

 もう一つだけ、やはりAIの国際競争というところは国内のボルテージが低いので難しく

はあるのですけれども、例えばこちらの業界３社は、これはたしか公表されていると思い

ますが、実は有機合成のシミュレーションだけはもう３社ばらばらにやっていたら勝てな

いということで三井化学の市原に３社共同で出資してAIシミュレーションを始めているは

ずなのですよね。というような類いの国際的シェアと国産というのがどこまでリーズナブ

ルかという議論は片方でマーケットとしてはあるとは思うものの、経産省的マインドでい

えばやはり例えばクラウドでこれだけ意味がある部分と無意味な部分と両方含めてという

ことで言えば、待ったなしの共同利用とか協調利用というのはもう少しないかなと。話を
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伺っていて、この２つはもう少し解像度を上げると確かに単調な共同利用というところは

多分ないと思いますけれども、規制とか海外AIとかというところで解像度を上げると何か

よくならないかなとちょっと思いました。 

○森田座長 ほかにいかがでしょうか。 

 もしなければ落合構成員、２回目の挙手されておりますので、落合さん、どうぞ。 

○落合構成員 ありがとうございます。 

 今の村上統括官のコメントの点などについて少し発言をしたいと思いました。 

 １つ目が、アドボカシーをというお話で、これは何か官民で行っていったほうがいいの

ではないかというのは、まさしくほかの構成員の皆さんも含めて議論されていたところか

なと思います。 

 ２つ目に、共同利用組合の点ですけれども、これが多分全部共同組合みたいな感じに見

えてしまうと、どうしてもそんなことはできないのではないかという、何かそこの多分共

同組合と言うときの言い方が非常に難しいなとは思いました。一方で、サプライチェーン

の中で情報を連携していくお話が、結局、海外対応や規制対応で出ざるを得ないところが

あると思います。ある種の共同利用をしているところがあり、多分、特に系列間を超えた

ことがなかなかできていなかったのが、日本の中では非常に難しかったところではないか

とは思います。そこをできているだけでも相当進歩してきているところだとは思いますが、

さらに多分村上統括官の言われたところは、もう少しさらに進んだところもあったかと思

います。そこはむしろ産業の分野というより、は準公共データであって、より公共性が高

いので利用をと言われているような分野から、分野間連携などができていくことが出てく

るといいかと思いました。 

 ツールや相互運用性についてもお話がありましたが、特に技術的な要素が中心になるよ

うな項目はあまり所管各省庁で行うのに適したことではないだろうということは、これは

書面押印の見直しのときもそうでしたし、デジタル臨調での取組もそうだったと思います

が、同じ技術について同じように考えていくということで、そこの標準化であったりツー

ルもデジタル庁が作っていくということが合理的かと思います。 

 一方で、多分これは最終的にインセンティブのところまで考えていこうとしたときに、

例えば金融のほうで言いますとAPIを利用できるようにしていきます。切り離すことがで

きるようにしていく、というように言ったときに従来の金融機能のそのままの提供ではな

くて、いわゆるBanking as a Serviceであったり、ネオバンク的な取組であったりだとか、

業態変換というか、ビジネスそのものに関わってくる部分があるかとは思います。最終的

に進めていこうとしたときに、共通の技術的要素だけではないビジネスというか、それぞ

れの省庁の所管に立ち入ったところがかなり出てくるかと思いますので、どういう役割で

議論できる場や組織体をつくっていくのかが重要かなと思いました。 

 地域金融などについては、１回目の資料で私、十分言及ができておりませんでしたが、

そちらでも触れさせていただきましたが、生活インフラになるようなもの、エネルギーで
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あったりですとか水道であったり、こういったものも次の議論の対象としては大事ではな

いかと思います。資産形成の観点、これもちょうど先日のワーキングでも単純にクレジッ

トカードAPIなどの話だけではなくて資産運用立国という話で議論はされましたが、証券、

保険や、不動産なども含めて資産形成につながるような話が重要です。また、モビリティ

ーについては、地域の移動に非常に影響は与えると思います。それと、地域の産業という

ことで農業あたりは、しっかり議論されたほうがいいと思っておりました。 

 確認事項のほうにコメントですが、すみません、そちらのほうもまだ述べていないとこ

ろを、述べさせていただきます。議論いただきたい論点の中で、データ仲介サービスの規

律・ガバナンスの在り方という項目があります。この中でデータ仲介サービスがどこまで

認定されたもので必要かどうかということですが、これも各分野によって要求される強度

が必ずしも同じではないというか、特に守秘性などがかなり違うように思います。もちろ

ん、これがあったほうがいい分野もあり、銀行や医療もそういう側面があったと思います

が、必ずいろいろなデータの取扱に必須にするまでの話ではないように思います。先ほど

の村上統括官の話でもございましたが、あったほうがいいし、何となく助けてくれる安心

できる相手に預けたいということもありつつも、実際には例えば消費者が関わってくるよ

うなサービスですと、どうもそこだけが決定的な要素にはならなかった、という情報銀行

の話の中でも出てきていた課題があります。実際には、これは目的外利用などのいろいろ

な規律を利かせる必要があるような分野はあると思うのですが、一律で行うことではない

のだろうとは思います。 

 他方で、非差別的な取扱いなどは一定の範囲において認めていくということがあるかと

思いますが、ただ、セキュリティーが低いだとか変な利用をしてしまうことや、例えば反

社などははじく必要などはあり得ると思います。単純に非差別的なというように言うだけ

でいいのか、最低限、何らかの条件は満たすようにという要求事項を考えることもあるの

ではないかと思います。 

 目的外利用の禁止というよりかは、どちらかというと最終的にデータを出した提供者と

競合するような取組を行うかどうかが重要にも思います。データ法に関する議論でも出て

くるとは思いますが、最終的にそのデータを使って自分と競争されるような取組になって

くるとなかなかデータを出したくないとなるところがあります。どこを競争領域として持

っているのかをお互いプロセスを踏んで確認できるようにした上で競争領域、特に競合す

るような業務に、直接的に利用しないようにする可能性も確保することは、インセンティ

ブ調整の側面も含めて、非常に重要なのではないかと思います。 

 次のページですが、（２）の論点ですが、ここの点ではどこを本当に競争領域にするの

かをよく考えたほうがよいと思います。データ法の中ですと恐らく保守や点検といった領

域についても参入をできるようにしようということを目的にして、このデータポータビリ

ティー等の設定がされているような側面があるように見受けられます。その業務を競争領

域にしていくのか、つまり、１つのサービスを売っただけではなくてその後のメンテやア



33 

 

ップデートを分割して取引できることがいいのか、それとも、また別なところを競争領域

にしていくのかを考えた上で、このEU式の手法が参考になるかどうかを考えたほうがいい

と思います。 

 最後にオープンデータ・デジタル公共財などについての課題というところで言いますと、

オープンデータについては我が国においては情報開示制度はありますが、なかなかタイム

リーに提供されるようなものが整備されていないことがあります。オープンデータに関す

る法制度も欧州のオープンデータ指令だけではなくて米国でも制定されております。そう

いったものに類するものがないところがありますので、これは国においてより一層オープ

ンデータを進めていくという取組がなされてもいいのではないかと思います。 

 また、AIの点についてですが、このデータガバナンスについては結局、最終的には個別

のAIに関わらないデータの利用も含めてそうですが、やはりニーズや用途を適切に認識し

た上で、そこからやはり逆算することが考えられます。また、今後進歩するかもしれない

という可能性は考慮してもいいと思いますが、その上で、戻ってきてデータガバナンスの

議論をしないといけないのではないかと思いました。 

 いろいろ述べてしまいましたが、以上です。 

○森田座長 たくさんコメントありがとうございました。 

 それでは、残り時間、少なくなってまいりましたけれども、ほかにいかがですか。御発

言ある方。 

 では、宍戸さん、どうぞ。 

○宍戸構成員 ありがとうございます。 

 爆弾発言もいろいろいただきましたので幾つか気づいたことを申し上げますけれども、

一つは、やはりデータの利用、特に産業データを念頭に置きますと、どういう世界を考え

ているのかということですね。今日お話になったABtCの場合だと、第一にサプライチェー

ンが生き残っていくために、あるいはサプライチェーンを効率的に回していくための規制

対応をするためにデータを共有しよう、利用しようという世界があり、他方で、サプライ

チェーンとは別に、ある業界、同じような業種業態の人たちの集まりの中で、どうやって

いくかということはあると思うのです。例えば電気通信分野でサイバーセキュリティーを

やろうと思ったときに電気通信事業者間で情報を共有したほうがいいというのはあるわけ

ですよね。その縦の軸と横の軸があります。 

 それから、あまり表ではこの場で出てこなかったのですが、ある種のグループとか企業

間の連携がかなり濃いところでの、ある種の経済圏をイメージして、そこが活性化すれば

いい、そういうグループが幾つかあればいいという世界観もあるわけです。それは結局日

本的にはうまくいかなかったからこういう議論をしているのかもしれませんが、実はそう

いう話も一方あります。 

 一番最後、村上さんがおっしゃったことで関心があるのは、異業種とか、全然違う由来

のデータを掛け合わせることによって、新しい産業とか新しい価値が生まれる世界はある
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のではないか。そこを促進していかないと日本はうまくいかない、あるいはWell-Beingが

達成できないのではないかという話があって、そこを１回分解して議論してもいいのでは

ないかというのがまず一つです。 

 ２点目は、これは私が悪いのかもしれませんけれども、これまでこの検討会あるいはデ

ジ行財の議論の出発点として、個人起点という言い方をしました。これはパーソナルデー

タからひとまず入ったからそうなのですけれども、似た話というか、産業データについて

も、企業さん目線と社会起点の両方がある。個人起点になぞらえて企業起点でのデータ利

活用についての課題で言えば、個人起点のデータ利活用について問題になるのは、とりわ

け個人の認知限界の問題が非常に大きかったと思うのですね。企業起点でのデータ利活用

が何で進まないのかは、一つはこれまで何度も強調されてきたインセンティブの問題があ

る。しかし、それは規制対応という側のインセンティブは実は結構含むというお話はあり

ました。今回、排出量取引の法案が出ていますけれども、これもいいユースケースに今後

なるのだろうと思います。 

 もう一つは、企業間での企業起点でやろうと思ったときに、データを誰がどこで持って

いるのかが分からないとか、個々の企業内部での意思決定に時間がかかって、個人版とは

違う情報銀行や情報信託であるとか、あるいは今、議論されているデータ連携基盤のエコ

システムは、そこをサポートするのだと思います。 

 さらに進んで言うと、組合の話は私は結構共感を持っていまして、私以上に共感を持っ

ているのは今日いない生貝さんだと思うのですが、生貝さんはかなり議論されてきたもの

ですので、もう一度、村上さんが話していただくといいだろうと思います。 

 ３点目がインセンティブの話と、基盤の話と、企業にとって自分の出したデータが変な

ことに使われたら困るというコントロールの部分、この３つをうまく、企業の中で意思決

定ができたり、企業間で意思決定できる、あるいは企業の外側の基盤みたいなところでや

れるという仕組みがあるといいのではないかなと思います。 

 最後、デジ庁さんの役割の問題ですけれども、場面場面に応じていて、進んでいるとこ

ろはしっかり応援する程度でいいかもしれないですが、進んでいないところにはやはりデ

ジ庁がかなり深く入ってやっていただくことでいいのではないか。それははっきりとこの

場で議論していって、いろいろな分野におけるデータ利活用と各省庁あるいは各業界等で

取組が進んでいるところと進んでいないところを、６月に出して、進んでいない部分はデ

ジ庁がしっかりここは重点的にやりますとか、ここは応援しますとかということをやって

いただいていいのではないかなと、私は親会のメンバーとしても思っております。 

 すみません、長くなりましたが、以上です。 

○森田座長 時間がなくなってくると盛り上がってくるのですけれども、稲谷さん、手を

挙げられてらっしゃいますが、簡潔に御発言ください。 

○稲谷構成員 すみません、本当に簡潔にですけれども、まず、今、宍戸先生がおっしゃ

ったことに対しては全く同意見であり、全然異論はありません。その上で、異業種の話に
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ついてはどうするのかというところは、確かに若干問題になるかもしれないというのは前

から思っているので、そことの関係で、それが本当にうまくできるのかとか、どういう仕

組みがいいのかということ自体別途考えなければいけないのですが、ある種のマッチング

みたいなことを考え始めてもいいのかなと思ったのですね。 

 それがうまくいっているかどうかというところも含めて、いろいろ考えなければいけな

いところはあるのだと思うのですけれども、いわゆるテクノロジーマップのような取り組

みはこれまでもあったわけですよね。うまいこと、何かこういったところとこういったと

ころが結びつくとこういったところが何らかデジタル化できるようになるのではないのみ

たいなことを見つけ出すために、関連する情報をフローできるようにしようという試みは

あるわけですので、データに関してどういうやり方ができるのか、どういうデータを持っ

ているかということ自体が実は非常に重要な秘匿事項だったりする可能性もあるのでそこ

はなかなか難しいところもあると思うのですけれども、ただ、片方で何かそういうマッチ

ングのような仕組みを考えてみるというのは、ボトムアップで何か連携を進めていくとい

う上では一つ仕組みとして考えてみてもいいのかなと思いました。思いつきで恐縮ですが、

一つコメントさせていただきます。 

 以上です。ありがとうございました。 

○森田座長 ありがとうございます。 

 では、大体時間で、奥家さん、どうぞ。 

○奥家審議官 産業分野のデータの関係で言うと、一言で言うと今、データがあるかない

かとかそういったものを含めてですが、データから見てデータをどう活用しようかという

ことではなくやはりサービス側から見るべきだと思います。データを見て、データの使い

方を考えようとするときっと身動きが取れなくなる。いろいろな立場からこのデータはこ

う見えるとか、データの性格はこういうものなので使うべきではないとか、データに対し

ていろいろな見方をして、出口が見えなくなってしまう。さらに言うと、ここまでの議論

は、ややデータをスタティックに捉え過ぎていて、データが持つ属性やその環境が変わる、

変えられるという視点が弱いと思います。データはライフサイクルで捉えるべきで、デー

タ自体はダイナミックなものですから、データマネジメント・フレームワークを整備した

のは、まさにそのデータをライフサイクルで捉えてくださいと、そして、ある状態にある

データを可視化することで、それをどう管理するのか、どういうリスクが発生するのかを

把握してくださいということなのです。そして、このデータの利活用をするときには、デ

ータから見るのではなくてサービスで何を実現したいのかということからデータの状態を

捉え、どうすれば使える状態にできるか、多分そのようにアプローチをかけるべきです。 

 サービスの方から見るということは出口から捉えるということなので、例えばABtCであ

れば、いわゆる炭素の排出状況を把握した形でマーケットに入っていくことしか許されな

い事業環境に対応することだし、AIのいわゆるサービスプラットフォームみたいなものを

意識するならば、データはデータセットになってそのままAIのエンジンになっていってし
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まうということになります。例えば今、私たちが着手しているのは、アニメの制作データ

みたいなものは日本はリッチなわけです。ところが、ほかの国の人たちは、それを使って、

AIのサービス事業者たちはそのデータを集めてアニメの製作を支援するサービスプラット

フォームをつくりたいと言っているわけです。いつの間にか僕たちは自分たちのデータを

使えばそこをサービスプラットフォームとして海外に提供できるサービスが作れるのに、

海外の人たちにデータを渡してプラットフォームを作られてしまうと、そのプラットフォ

ーム利用者になる、つまり、小作人になってしまうというわけです。 

 したがって、そのサービス側でどういうデータが必要か、そのデータはあるのかないの

か、存在するデータをどうすれば利用できる状態にできるのかという、異業種間の連携を

すると、まさにそういうことをしないといけません。そこのところを設定してあげること

で、そのデータを出してくれませんか、もしくは出さないといけなくないですかと。その

ときにお話のあった組合のようなものというのは実は既に先ほどのロボットは一般社団法

人を立ち上げて取り組むんですね。これはもうある意味、そこのところでみんなで使える

データセットを作るというその発想でデータを集めていますから、恐らく共同組合という

とみんなちょっとどきっとするかもしれないのですけれども、同じサービス、このサービ

スを実現するためにここで連合しないとまずいよね、みんな組もうねというのは成立して

います。ただ、それを進めるには、サービス側で引っ張っていないと無理です。 

 あとインセンティブという言葉がすごく多いのですけれども、もうインセンティブはど

ちらかというと引っ張る感じなのですが、モチベーションという言葉のほうが私はいい気

がしているのは、自分たちがデータを使わなかったら死ぬかもしれないという状況がAIの

サービスプラットフォームで現につくられるようになりつつあって、自分たちが本来独占

してデータを持っていて競争力を発揮できるはずのものが、ほかの人たちにデータを持た

れた瞬間に、プラットフォームサービスが作られてしまって世界に展開してしまって自分

たちの食いぶちがなくなるかもしれないというのが一部もう見え始めていて、そこはもう

ある意味、危機感がモチベーションという形で生き残るためにデータを使わないとAIの世

界で生きていけないという、そういうエンジンもあります。 

 インセンティブのような形で引っ張ってあげるのもあるのですけれども、認識すること

でモチベーションが働く世界が現にもう発生しているので、そこはうまくサービスを提供

して、おっしゃっていただいたプロパガンダとかそういったものというのはある意味、認

識を深めてもらうためには絶対やるべきで、それはサービス側を刺激して、やらないとや

ばくないかというように進めることで結構回っていくだろうなと。産業サイドはそのよう

に思っていて、この先、非構造化データとかを読める形にするとかと大きいハードルがま

だありますので、製造分野は特にそこが最後の宝で、これを取られたらもう多分日本の製

造業は根っこが倒れるので、ここのところを私たちは意識しながらやります。 

○森田座長 ありがとうございます。 

○森田座長 どうぞ。 
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○阿部構成員 奥家さんはサービスという言葉で伝えていただきましたが、私は同じ事を

ビジネスという言葉で申し上げようとしていました。結局データもAIも手段なので、目的

としてのビジネスが重要。それがないと始まらないなという印象です。 

○森田座長 もう大分時間がなくなりましたのでこの辺りでと思いますが、私も一言だけ

言わせていただきます。私自身は産業データのほうは必ずしもよく知らないのですけれど

も、医療関係をちょっとやっていますが、そちらでも言えますし、もう一つは社会保障・

人口問題研究所にいたものですから人口については多少は知っているのですが、今、日本

でこれから経済も産業も社会もそうです。やはり生産年齢人口の激減が起こってくるので

す。もうこれは今、賃金の問題、労働者不足の問題もそうですし、公務員も成り手がなく

なってきているというそういう時代なのですね。 

 そのときに、やはりどうするかといったら、これは３回目に冨山さんがおっしゃったこ

とにも関わりますけれども、生産性を上げていかざるを得ないわけで、そのときにいわゆ

る肉体労働といいますか体を使うほうについてはいろいろな形で効率化が進んでいるかも

しれませんが、結局、次は人間の頭脳の部分についてどうやって生産性を上げるかという

話になる。そのときに、これはきちっとした分析というのはどの程度あるかよく分かりま

せんけれども、私が知っている医療関係の産業で言いますと、明らかに人間がデータを集

めてきて処理をして何かするという世界ではもたなくなってきているわけですね。そのと

きに共通したデータをどういう形で作っていくか、そこをみんなで利用しながら生産性を

上げていくという発想、これを取り入れていかないと、特に我が国の場合、もたないので

はないか。 

 ヨーロッパのデータスペースにも、私はそういう意味でのデータの使い方という点で関

心を持っています。もちろん、EHDSの場合にはデータを提供せよという義務づけがあるも

ので、それについては製薬メーカーはじめいろいろなところが知財の問題も含めて今のよ

うな議論をされていますけれども、基本的にそこにためられているデータを使えるという

ことが産業にとってはすごく有利になる、そういう環境ということを考えたときに、今日

はあるものをどういうように使うかという話ですが、裏の面から言いますと日本の危機と

いうのは、多くの人が使える共有データがないということから来るのではないか。頭脳労

働は難しくなったところに、奥家さんはおっしゃいましたけれども、要するに非構造化言

語のLLMが使えるようになってきたというので、そのためのデータをどういうものを学習

させるかということも含めてコメントさせていただきました。 

 よろしいでしょうか。座長が余計なことを言って時間をオーバーして申し訳ないですが、

この辺りで、ちょうど時間も参りましたので終了させていただきたいと思います。 

 事務局から。 

○山澄審議官 次回の日程でございますが、次回、第８回の検討会は４月１日の14時から

官民データの利活用というテーマで御議論いただく予定にしております。 

○森田座長 ありがとうございました。今日も大変充実した議論ができたと思っておりま
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す。 

 それでは、以上をもちまして本日のデータ利活用・システム検討会は終了いたします。

ありがとうございました。 


